
1997年出上の木簡

茎

Ｔ

Ｅ

降

抑
谷ゃ
ト

ミ

一っ
目め
遺

跡

１
　
所
在
地
　
　
　
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
工
丁
目

ｏ
新
宿
区
新
宿
四
丁
目

（新
宿
四
丁
目
遺
跡
）

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
三
年

（平
５
）
四
月
―

一
九
九
四
年
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
調
査
会

４
　
調
査
担
当
者
　
佐
藤
雅

一
・
石
坂
圭
介

・
橋
本
充
史

・
及
川
　
登

５
　
遺
跡
の
種
類
　
武
家
屋
敷
跡

。
門
前
町
屋
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
旧
石
器
時
代
後
期
、
縄
文
時
代
前
期
ｔ
後
期
、
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
は
新
宿
区
の
南
西
端
、
渋
谷
区
の
北
東
端
に
あ
り
、

淀
橋
台
地

（下
末
吉
面
）
の
千

駄
ヶ
谷
丘
陵
の
北
東
側
に
位
置

す
る
。
丘
陵
の
東

。
西
側
に
は
、

湧
水
を
伴
う
と
推
測
さ
れ
る
谷

筋
が
め
ぐ
り
、
南
側
は
谷
合
と

な
っ
て
い
る
。
ほ
ぼ
中
央
か
ら

南
東
側
に
向
か

っ
て
、
字
名

「大
谷
戸
」
と
通
称
さ
れ
た
浅

い
谷
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
湧

水
の
水
源
は
現
標
高
約
三
〇
ｍ
付
近
で
確
認
さ
れ
る
。
調
査
区
の
現
標
高
は
約

三
六
ｍ
で
あ
る
。
本
遺
跡
の
調
査
は
、
旧
日
本
国
有
鉄
道
新
宿
貨
物
駅
舎
跡
地

の
再
開
発
事
業
に
伴
う
新
宿
新
南
口
Ｒ
Ｃ
ビ
ル

（高
島
屋
タ
イ
ム
ズ
ス
ク
ェ
ア
ほ

か
）
の
建
設
事
業
と
、
併
設
す
る
渋
谷
区
の
特
別
区
道

一
〇
工
三
号
線
の
設
置

に
伴
う
緊
急
発
掘
調
査
で
あ
る
。
調
査
面
積
は

一
六
二
〇
〇
ド
で
あ
る
。
な
お
、

当
遺
跡
は
新
宿
区
側
で
は

「新
宿
四
丁
目
遺
跡
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、

遺
跡
と
し
て
は

一
体
の
遺
跡
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
本
遺
跡
周
辺
の
千
駄
ヶ
谷
丘
陵
は
、
当
初
は
丘
陵
の
ほ
ぼ
全
域

が

「武
蔵
国
豊
島
郡
千
駄
ヶ
谷
村
地
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。　
一
七
世
紀
中

葉
か
ら
末
頃
に
は
、
大
名
屋
敷

・
与
力
同
心
大
縄
地
が
成
立
し
始
め
、　
一
人
世

紀
以
降
は
旗
本

・
御
家
人
地
の
急
増
、
細
分
化
が
進
む
。
こ
う
し
た
武
家
地
の

増
加
に
伴
い
、
「千
駄
ヶ
谷
村
地
」
は
減
少
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
文
献
史
料

。
絵
図
の
調
査
か
ら
、
武
家
地
に
包
括
さ
れ
た
百
姓

・
耕
作

地
は
武
家
屋
敷
の
使
用
人

。
管
理
地
へ
と
変
化
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
献
史
料
に
よ
っ
て
拝
領
者
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
の
で
、

検
出
し
た
遺
構
に
つ
い
て
は
、
拝
領
者
と
遺
構
と
の
整
合
性
を
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
遺
構
に
つ
い
て
は
拝
領
者
ご
と
に
記
述
し
、
合
わ
せ
て

木
簡
出
土
遺
構
を
紹
介
す
る
。
墨
痕
の
あ
る
も
の
は
こ
の
他
に
も
出
土
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
文
字

。
文
意
が
読
み
と
れ
る
木
簡
を
中
心
に
、
九
遺
構

一
九

点
の
木
簡
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
遺
構
名
の
次
の

〈　
〉
は
、
出

(東京西北部)



土
木
簡
点
数
、
及
び
対
応
す
る
木
簡
番
号
を
示
す
。

①
長
延
寺
門
前
町
屋

（新
宿
四
丁
目
遺
跡
）

調
査
範
囲
は
門
前
町
屋
の
南
西
端
、
新
宿
四
丁
目
遺
跡
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
部
分
に
該
当
す
る
。
絵
図
と
照
合
す
る
と
裏
店
の
空
き
地

（火
除
地
）
に

位
置
し
、
そ
う
し
た
町
屋
奥
の
土
地
利
用
が
遺
構
か
ら
窺
わ
れ
る
。
ま
た
町
屋

は
、
狭
い
敷
地
の
中
に
、
絵
図
か
ら
五
区
画
、　
一
〇
戸
が
確
認
さ
れ
た
。
建
物

自
体
が
非
常
に
狭
い
こ
と
か
ら
、
生
活
の
場
で
は
な
く
店
棚
利
用
の
み
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。

Ａ

一
〇
四
七
号
遺
構

（井
一じ

〈
一
点
　
ω
〉

町
屋
拝
領
時
、　
三
ハ
人
三
年
に
最
南
端
の
店
の
裏
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
で
あ

る
。
遺
物
か
ら

一
七

一
〇
年
か
ら
二
〇
年
代
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
一
一
四
六
号
遺
構

（土
坑
・
地
下
室
）
全

占
〔　
②
〉

室
、

九
世
紀
に
は
、
町
屋
最
南
端
の
店
の
裏
に
は
、
貯
蔵
施
設
と
し
て
の
地
下

ご
み
穴
な
ど
が
連
続
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
物
か
ら

少
な
く
と
も

一
人
二
〇
年
代
か
ら
明
治
初
頭
ま
で
に
は
形
成

・
廃
棄
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

②
朝
倉
太
次
郎
屋
敷

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
の
約
半
分
、
屋
敷
奥
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、

実
際
に
本
人
が
居
住
し
て
い
た

「居
屋
敷
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
は
小

普
請
組
岡
村
備
後
守
支
配
に
属
し
、
そ
の
後
西
九
書
院
三
番
秋
田
淡
路
守
組
ヘ

御
番
入
り
を
果
た
し
て
い
る
。
家
禄
は
三
百
俵
で
あ
っ
た
。

Ａ
Ｏ
六

一
七
号
遺
構

（井
一Ｅ

（
一
点
　
①
〉

前
拝
領
者
、
坂
川
次
郎
作
の
頃
、　
一
人
三
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
に
形
成
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
朝
倉
太
次
郎
の
拝
領
当
初
、　
一
人
四
五
年
に

は
屋
敷
裏
手
の
奥
側
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
の
墨
書

か
ら

「朝
倉
」
が
確
認
さ
れ
、
「居
屋
敷
」
の
可
能
性
が
高
ま

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
遺
物
か
ら
幕
末

・
明
治
初
頭
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
神
谷
伝
五
左
衛
門
屋
敷

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、
火
災
に
よ
り

「居
屋

敷
」
が
被
災
し
た
た
め
に
当
地
を
拝
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に

「居
屋

敷
」
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
、
提
灯
奉
行
、
七
〇
俵
五
人
扶

持
で
あ
っ
た
。
神
谷
家
は

一
七
〇
三
年
に
は
屋
敷
を
幕
府
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

拝
領
地
は
千
駄
ヶ
谷
村
の
名
主
預
か
り
と
な
る
。

Ａ
Ｏ
七

一
九
号
遺
構

（井
一Ｅ

〈
一
点
　
い
〉

拝
領
当
初
、　
三
ハ
人
三
年
に
屋
敷
の
表
側
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
と
思
わ
れ
る
。

遺
物
か
ら

一
六
九
〇
年
代
か
ら

一
七
〇
三
年
代
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

ワ０
。

Ｂ
〇
四
人

一
号
遺
構

（井
一Ｅ

（
二
点
　
働
⑥
〉

〇
七

一
九
号
遺
構
と
同
様
に
、
本
遺
構
も

一
六
人
三
年
に
、
屋
敷
の
表
側
に

形
成
さ
れ
た
井
戸
と
思
わ
れ
、
遺
物
か
ら

一
六
九
〇
年
代
か
ら

一
七
〇
三
年
代

に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
〇
七

一
九
号
遺
構
に
隣
接
し
て
併
設
さ
れ

た
井
戸
と
思
わ
れ
る
。



1997年 出土の本簡

④
根
本
善
左
衛
門
屋
敷

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、
火
災
に
よ
り

「居
屋

敷
」
が
被
災
し
た
た
め
当
地
を
拝
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に

「居
屋

敷
」
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
提
灯
奉
行
、
家
禄
は
不
詳
で
あ

Ｚや
。

Ａ
Ｏ
四
人
四
号
遺
構

（井
一Ｅ

〈三
点
　
０
ｌ
①
〉

拝
領
当
初
、　
三
ハ
八
三
年
に
屋
敷
の
裏
手
、
奥
側
に
形
成
さ
れ
た
井
戸
と
思

わ
れ
る
。
遺
物
か
ら

一
七
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
廃
棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑤
黒
鍬
者
大
縄
地

調
査
範
囲
は
拝
領
地
全
体
で
あ
る
。
文
献
調
査
で
は
、
絵
図
か
ら
名
字
の
無

い
者
四
人
が
居
住
す
る
屋
敷
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
心
以
下
の
身
分
の
屋
敷
で

あ
ろ
う
か
。
黒
鍬
者
と
は
、
古
く
は
戦
の
際
に
橋
を
架
け
る
な
ど
の
役
務
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
か
ら
は
実
際
の
職
務
内
容
は
不
明
な
点
が
多

い
と
さ
れ
て
い
る
。
大
縄
地
と
は
、
与
力

・
同
心
の
数
名
に
対
し
て
拝
領
地
を

賜
っ
た
際
に
、
大
縄
を
用
い
て
均
等
に
拝
領
地
を
等
分
し
た
こ
と
に
起
因
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。

Ａ

一
一
二
三
号
遺
構

（井
一３

〈
一
点
　
⑩
〉

前
拝
領
者
、
根
本
家
の

一
六
九
〇
年
代
か
ら

一
七
〇
三
年
代
に
は
形
成
さ
れ
、

根
本
家
の
屋
敷
引
き
上
げ
の
際
に
も
廃
棄
さ
れ
ず
、
黒
鍬
者
大
縄
地
の
拝
領
時
、

一
七
四
九
年
の
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
井
戸
に
該
当
す
る
遺
構
と
思
わ
れ
、
継
続

し
て
井
戸
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
南
東
の
屋
敷
の
表
側
に
丼
戸

が
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
温
物
か
ら

一
七
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に
は
廃

棄
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

Ｂ

一
一
三
二
号
遺
構

（井
一じ

（
一
点
　
⑪
〉

一
七
七
〇
年
代
に
は
形
成
さ
れ
た
井
戸
で
、
南
東
の
屋
敷
の
裏
側
に
位
置
し

て
い
る
。
遺
物
か
ら

一
人
三
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
に
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

③
横
田
甚
右
衛
門
屋
敷

調
査
面
積
は
拝
領
地
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
る
。
文
献
調
査
で
は
当
時
、
御

側
衆
、
百
人
組
頭
、
大
日
付
の
ほ
か
、
屋
敷
改
方
の
抱
屋
敷
禁
制
の
制
定
な
ど

に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
幕
府
の
要
職
を
務
め
て
い
る
。
所
領
は
最
大
で
九
五

〇
〇
石
で
あ
り
、
幕
臣
の
旗
本
と
し
て
は
最
大
で
あ
る
。
所
領
は
上
野
国
緑
野

郡

・
甘
楽
郡
、
下
野
国
都
賀
郡

・
芳
賀
郡
、
常
陸
国
新
治
郡

・
河
内
郡

・
真
壁

郡
、
近
江
国
蒲
生
郡

・
甲
賀
郡

。
野
洲
郡

・
栗
田
郡
、
武
蔵
国
比
企
郡

・
入
間

郡
に
あ
っ
た
。　
三
ハ
九
六
年
か
ら

一
七
二
〇
年
ま
で
は
居
屋
敷
、　
一
七
二
〇
年

か
ら
入
九
年
に
は
下
屋
敷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ａ
Ｏ
Ｏ
五
六
号
遺
構

（井
一Ｅ

（人
点
　
⑫
ｔ
⑬
〉

拝
領
時
の

一
六
九
六
年
に
は
形
成
さ
れ
、
遺
物
か
ら

一
七
三
〇
年
代
か
ら
四

〇
年
代
に
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
遺
構
は
井
戸
の
径
と
し
て
は
最
大

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
主
要
な
屋
敷
建
物
に
付
随
し
た
井
戸
と
し
て
機
能
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
遺
物
に
は
、
木
製
の
箸

・
串
が
大

量
に
確
認
さ
れ
、
若
干
の
折
敷
も
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
徳
利
や
檸
な
ど
に
使
用

さ
れ
た
栓
と
思
わ
れ
る
遺
物
も
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。
「享
保
十
五
年

（
一



七
一一一〇
）」
と
推
測
さ
れ
る
墨
書
の
木
簡
と
箸

・
串

・
折
敷
か
ら
、　
一
七
三
〇

年
前
後
頃
の
大
身
族
本
の
宴
会
に
伴
う
遺
物
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
中
国
製
の
磁

器
碗
、
京
焼
の
古
清
水
様
式
の
色
絵
金
彩
の
花
瓶

・
徳
利
な
ど
、
大
身
旗
本
の

居
屋
敷
で
あ
っ
た
優
雅
さ
が
窺
わ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
長
廷
寺
門
前
町
屋

（新
宿
四
丁
目
遺
跡
）

一
０
四
七
号
遺
構

（井
戸
）

ω

　

「十
三□
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
霊
×
理
解
墓

一
一
四
六
号
遺
構

（土
坑

。
地
下
室
）

「
中

碑

郵

」

（
］
］
伽
）
×

（
］
Φ
Ｏ
）
×
∞
　
ｏ
ｏ
Ｐ

ω
は
、
小
さ
め
な
曲
物
の
底
蓋
と
推
測
さ
れ
、
三
カ
所
の
部
材
を
木
釘
な
ど

に
よ
り
結
合
し
て
い
る
。
墨
書
の
最
後
が
不
明
な
が
ら
数
字
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
数
量
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヒ
ノ
キ
属
。

②
は
、
絵
馬
の
中
央
下
端
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
白
い
胡
粉
の
上
に

輪
郭
を
墨
で
、
飾
紐
の
み
朱
で
走
り
駒
を
描
き
、
そ
の
上
に
墨
書
に
よ
り
署
名

を
し
て
い
る
。
胡
粉
が
剰
落
し
た
た
め
、
署
名
の
墨
書
が
欠
損
し
た
と
思
わ
れ

る
。
町
屋
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
墨
書
は
絵
馬
の
制
作
者

・
絵
師
か
、

「肥
後
紅
」
と
は
、
肥
後
熊
本
藩
細
川
家
の
幕
府
献
上
品
の

「御
進
生
成
る
、

名
物
の
内
成
」
と
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
上
位
か
ら

「第
四
段
」
め
の

「菓

子

・
酒

・
食
物
」
項
に
あ
る

「紅
花
餅
」
の
可
能
性
が
あ
る

（「第
六
節
特
産
物
、

肥
後
藩
の
特
産
物
」
『熊
本
県
史
う
。
ま
た
、
熊
本
城
下
の
物
産
書
き
上
げ
に
は

「出
京
町
」
の

「紅
粉
卸
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る

（『御
府
中
小
路
町
々
産
物
附
』

熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）。
遺
構
は
居
屋
敷
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
「朝
倉
」
自
身

が
幕
府
献
上
品
の

「肥
後
紅
」
を
所
望
し
た
い
旨
を
札
に
書
き
と
め
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
明
治
初
年
の
屋
敷
引
き
上
げ
の
際
に
木
簡

は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憶
測
で
は
あ
る
が
、　
一
度
上
役
へ
の
付
け
届

け
の
品
々
に
、
書
き
と
め
た
札
を
付
け
て
肥
後
紅
を
賜
り
た
い
旨
を
言
上
し
よ

う
と
し
た
が
何
ら
か
の
事
情
で
取
り
や
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

幕
府
献
上
品
の

「肥
後
紅
花
餅
」
が
、
幕
末
期
に
は
家
禄
三
百
俵
の
江
戸
幕
府

下
級
役
人
で
も
所
望
し
た
い
ほ
ど
の
優
品

・
評
判
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ

つゝ
。　
モ
ミ
層
蠅。

③
神
谷
伝
五
左
衛
門
屋
敷

願
人
の
氏
名
と
思
わ
れ
る
。
ス
ギ
ま
た
は
ヒ
ノ
キ
科
。

②
朝
倉
太
次
郎
屋
敷

〇
六

一
七
号
遺
構

（井
戸
）

③
　
。
「
ｏ
朝
倉
　
　
」

。
「
ｏ

肥
後
紅

是
非
奉
願
候
」

頓
『
×

∞
頓
×

頓
　

ｏ
］
出



〇
七

一
九
号
遺
構

（井
戸
）

ω

　

　

×
寺
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
盛

×
超
ｏ
墓

曲
物
の
蓋
と
思
わ
れ
る
。
「寺
」
の
記
載
か
ら
、
江
戸
遺
跡
か
ら
よ
く
確
認

さ
れ
る
、
寺
院
に
お
い
て

「納
豆
」
な
ど
を
製
造
し
て
武
家
地
へ
の

「進
上
」

物
と
し
て
山
物
に
納
め
た
事
例
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
神
谷
家
に
縁
の
深

い
寺
院
か
、
隣
接
し
た

「
天
龍
寺
」
「長
延
寺
門
前
町
屋
」
の
可
能
性
も
あ
る
。

提
灯
奉
行
の
役
得
で
あ
ろ
う
か
。
ト
ウ
ヒ
属
。

〇
四
人
一
号
遺
構

（井
戸
）

①

　

×
上
ス

ヽ
舟
橋
屋
安
兵
衛
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨Φ受
霊
逃

ｏ３

〔
借
金
力
〕

⑥
　
「ｏ右
涸嗣
咽畑
仕
□

為
成
又
々
被
仰
付
可
×
　
　
　
　
　
　
　
いΦ授
昼
逃

ｏ譲

０
は
、
当
該
地
は
居
屋
敷
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
商
人
と
考
え
ら
れ
る

「舟

橋
屋
安
兵
衛
」
が
神
谷
伝
五
左
衛
門
に

「（進
）
上
」
物
を
納
め
た
際
の
、
容

器
の
蓋
と
し
て
利
用
さ
れ
た
後
、
鋸
の
よ
う
な
も
の
で
二
次
的
に
切
断
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
い
と
同
様
に
、
提
灯
奉
行
と
い
う
職
、
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
役
得
な
ど
に
よ
り
進
上
物
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
モ
ミ
属
。

０
は
、
文
書
様
木
簡
で
あ
る
。
借
金
証
文
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

借
金
証
文
の
担
保
と
し
て
貴
重
品
を
保
管
し
た
箱
書
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
は
、
下
書
、
習
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
鋸
の
よ
う

な
も
の
で
二
次
的
に
切
断
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
法
量
と
材
の
共
通
性
か
ら
、

働
０
は
本
来
同

一
個
体
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「進
上
」
物

が
借
金
証
文
の
担
保
と
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は

「進
上
」
物
を
贈
り
な
が
ら
も
、

商
人
が
武
士
に
借
金
の
返
済
を
催
促
し
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
モ
ミ

属
。④

根
本
善
左
衛
門
屋
敷

０
四
人
四
号
遺
構

（井
戸
）

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

□

　

漑

　

ト

部

　

　

」
　

　

　

　

　

　

　

（じ

×
含
Φ）巡
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鮪頭

粟口
回

頓
Φ
×

∞
∞
×

ｏ
　

ｏ
］
］

０
は
、
「菓
子
」
を
納
め
た
容
器
の
蓋
と
思
わ
れ
る
。
居
屋
敷
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
根
本
善
左
衛
門
に
、
提
灯
奉
行
の
職
、
地
位
に
よ
る
役
得
な
ど

か
ら

「
（進
）
上
」
物
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ス
ギ
。

①
は
、
「進
上
」
物
の
容
器
の
蓋
で
、
京
焼
の

一
つ
で
あ
る

「清
水
焼
」
の

箱
書
が
確
認
さ
れ
た
。
出
土
遺
物
と
し
て
は
大
変
に
稀
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
七
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
廃
棄
さ
れ
た
遺
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
古
清

水
様
式
に
代
表
さ
れ
る
、
胎
土
は
黄
褐
色
、
銹
絵
か
色
絵
の
皿
と
推
測
さ
れ
る
。

円
形
の
皿
と
す
れ
ば
、
径
が
約
四
寸
程
度
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
残
念
な
が
ら
、

そ
う
し
た
遺
物
は
共
伴
し
て
は
い
な
い
。
提
灯
奉
行
の
職
、
地
位
に
よ
る
役
得

な
ど
の

「進
上
」
物
に
、
当
時

「清
水
焼
」
な
ど
の
優
品
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
は
、
今
後
の
江
戸
遺
跡
に
お
け
る
京
焼
の
出
土
事
例
に
参
考
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
モ
ミ
属
。

①
は
、
表
に
は
格
子
文
を
描
き
、
そ
の
上
に
和
歌
ら
し
き
も
の
が
確
認
で
き

る
。
そ
の
裏
も
和
歌
ら
し
き
記
載
が
見
受
け
ら
れ
た
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑤
黒
鍬
者
大
縄
地

一
一
三
二
号
遺
構

（井
戸
）

一
三
二
号
遺
構

（井
戸
）

〔当

「　一附河
蜘

Ｐ
⇔
ω
×

Φ
６
×

い
　

⇔
⇔
〕

⑩
は
、
黒
鍬
者
の
下
級
役
人
に
、
篤
の
頭
付
が
西
木
氏
か
ら
の
贈
物
と
し
て

届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヒ
ノ
キ
属
。

い
は
、
容
器
の
蓋
と
思
わ
れ
る
。
モ
ミ
属
。

⑥
横
田
甚
右
衛
門
屋
敷

Ｏ
〇
五
六
号
遺
構

（井
戸
）

〔本
ヵ
〕

⑫

　

「
ｏ
□
手
根
□

（焼
印
）

□
□
□
兵
衛

ｏ
」
］
呻Φ
×
（∞∞
）
×
∞
　
ｏ
Ｐ〕

⑬
　
。
「高
＜
高
」

。　「一首両一／＼　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＯＯ×
伽］×
『　　ｏ∞］

〔
享
保

十
ヵ
〕

口
　
。
「□
□
□
五
年
　
□
□

□
正
月
□
□
　
　
平
吉
　
」

。
「＝

！

　
　
　
　
　
　
］Ｐ］×
（『∞）×
ｏ
ｏ∞岸

μ
鴬

×
Ｓ

×
頓
　

Ｐ

μ
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任9llり

「
ｏ
小
西
孫
□
□
」

「
ｏ
日

出

」

「楚
醒
□
」

牌
い
ｏ
×

Ｎ
ｏ
×

∞
　

ｏ
岸
Ｐ

岸
Φ
牌
×

］
ｏ
×

『
　

ｏ
ド
Ｐ

l191

ｃ
ｅ

×

含
∞
）
×
Ｐ
　
ｏ
Φ
Ｐ

⑫
は
、
上
下
両
端
に
木
釘

・
孔
が
あ
る
。
「本
手
」
と
焼
印
が
捺
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
近
年
、
江
戸
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
漆
製
の
手
鏡
の
箱
、
鏡
の

「奮
」
に
、
壺
印
と

「本
手
」
が
焼
印
に
て
表
記
さ
れ
て
い
る
事
例
に
類
似
し

て
い
る
。
当
時

「本
手
」
と
は
、
最
良
品
と
い
う
品
質
保
証
の
よ
う
な
意
味
あ

い
で
表
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（東
京
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
の
原
祐
一
氏

の
ご
教
一不
を
得
た
）。
ゆ
え
に
記
載
内
容
を
検
討
す
る
と

「本
手

（製
品
名
）、
（製

作
者
名
か
贈
答
≧
冗
買
品
の
送
り
主
か
納
品
先
と

が
考
え
ら
れ
よ
う
。
上
下
両
端

に
木
釘

・
孔
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
品
物
の
容
器
な
ど
に
打
ち
付
け
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
焼
印
の
次
は
さ
ん
ず
い
の
文
字
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑬
は
、
紐
で
く
く
り
付
け
る
よ
う
な
切
り
込
み
が
中
央
の
左
右
に
あ
る
。
あ

る
い
は
上
下
に
分
割
し
て
利
用
す
る
も
の
を
途
中
で
捨
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
字
は
い
ず
れ
も

「高
」
で
あ
る
が
、
表
面

一
字
め
は
楷
書
体
、
表
面
二
字
め

お
よ
び
裏
面
は
草
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
モ
ミ
属
。

⑭
は
、
四
隅
を
墨
で
縁
取
り
を
し
て
い
る
。
裏
面
に
は
文
字
ら
し
き
も
の
が

読
み
取
れ
る
が
、
判
続
不
能
で
あ
る
。
紀
年
銘
ら
し
い
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

平
吉
の
贈
答
品
、
購
入
品
な
ど
の
所
有
物
に
紀
年
銘
を
付
記
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
表
面
の
年
号
の
次
は
千
支
か
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑮
は
裏
面
に
も
文
字
列
あ
り
。
正
確
な
数
量
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ヒ
ノ
キ
属
。

的
は
、
下
端
の
両
角
が
面
取
り
さ
れ
て
い
る
。
ス
ギ
ま
た
は
ヒ
ノ
キ
科
。

ｍ
は
、
上
端
に
孔
あ
り
。
名
前
で
あ
れ
ば
名
札
の
よ
う
な
製
品
か
。
ヒ
ノ
キ

属
。⑬

は
、
上
端
に
行
く
ほ
ど
薄
く
な
る
よ
う
に
整
形
さ
れ
る
。
三
文
字
め
は
糸

偏
の
文
字
。
ヒ
ノ
キ
属
。

⑬
は
、
再
利
用
の
た
め
の
削
居
と
推
測
さ
れ
る
。
値
札
の
利
用
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
宮
崎
勝
美
氏

の
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
型
式
番
号
は
、
可
能
な
限
り
凡
例
に
準
拠
し
た
が
、
該

当
し
な
い
も
の
も
多
い
。
近
年
の
江
戸
遺
跡
で
も
木
簡
の
出
土
例
が
増
加
し
て

正
味
□
□
目

日

出

×
駄
之
内
」

×
半
兵
衛
」

代 代

日:□室

（
μ
∞
∞
）
×

（
］
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

（
『
じ

×
∞
ｏ
×
卜
　
ｏ
Ｐ
Φ



お
り

（丸
の
内
三
丁
目
遺
跡
―
本
誌
第

一
九
号
―
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
ほ
か

『東
京
都
千
代
田
区
丸
ノ
内
三
丁
目
遺
跡
―
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
建
設
予
定
地
の
江

戸
遺
跡
の
調
査
―
』
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告

一
七

〈
一
九
九
四
年
〉。

汐
留
遺
跡
―
本
誌
第

一
九
号
―
汐
留
地
区
遺
跡
調
査
会

『汐
留
遺
跡
」
全

九
九
六
年
〉
、

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『汐
留
遺
跡
Ｉ
Ｉ
旧
汐
留
貨
物
駅
跡
地
内
の
調
査
―
』

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
三
七

〈
一
九
九
七
年
〉
。
溜
池
遺
跡
―
本
誌
未

報
告
―
都
内
遺
跡
調
査
会

『溜
池
遺
跡
―
総
理
大
臣
官
邸
整
備
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発

掘
調
査
報
告
書
―
』
全

九
九
六
年
》
、
木
簡
に
は
独
自
の
形
態

・
用
途
が
多
い
と

推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
近
世
独
自
の
型
式

・
用
語

。
文
意
な
ど
を
文
献
史

学

・
考
古
学
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
迫
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今

後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

９
　
関
係
文
献

レ
ー
ル
シ
テ
ィ
東
開
発
株
式
会
社

・
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡

調
査
団

『
平
成
五
年
度
千
駄

ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
』
盆

九
九
四
年
）

同

『
平
成
六
年
度
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報
告
書
Ⅱ
』
全

九
九
五
年
）

及
川
登

。
中
野
高
久

『
最
近
の
発
掘
か
ら
、
江
戸
の
武
家
屋
敷
と
町
屋
、
東

京
都
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
』
３
季
刊
考
古
学
』
六
一　

一
九
九
七
年
）

千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
調
査
会

『東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
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跡
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編
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九
九
七
年
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京
都
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駄
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谷
五
丁
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遺
跡
　
遺
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編
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九
九
七
年
）

同

『東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
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丁
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編

（第
Ⅲ
１
１
、
第
Ⅲ
Ｉ

２
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京
都
渋
谷
区
千
駄

ヶ
谷
五
丁
目
遺
跡
　
文
献
編
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九
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七
年
）

（及
川
　
登

〈台
東
区
文
化
財
調
査
会
し


